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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
八
号 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
五
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
二
年
四
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
一
号
（
台
湾
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
五
日 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 

一 
植
物
及
び
地
域 

 

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
属
植
物
（
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
、
ヒ
ロ
セ
レ

ウ
ス
・
コ
ス
タ
リ
ケ
ン
シ
ス
及
び
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ポ
リ
リ
ズ
ス
並
び
に
こ

れ
ら
の
交
雑
種
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
台
湾
で
生

産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

植
物
及
び
地
域 

 

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
台
湾
で
生
産
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

生
産
地
に
お
け
る
消
毒 

㈠ 

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
に
つ
い
て
は
、
蒸
熱
処
理

施
設
に
お
い
て
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
を

摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上
で
三
十
分
間
消
毒
す
る
こ
と

。 

㈡ 

㈠
の
生
果
実
以
外
の
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
属
植
物
の
生
果
実
に
つ
い
て
は
、

蒸
熱
処
理
施
設
に
お
い
て
、
庫
内
温
度
を
摂
氏
四
十
八
・
〇
度
以
上
と
し

、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
百
三
十
六
分
間
消
毒
し
た
後
、
引
き
続
き
、

庫
内
温
度
を
摂
氏
四
十
八
・
〇
度
以
上
と
し
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、

生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
を
摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上

で
三
十
分
間
消
毒
す
る
こ
と
。 

三 

生
産
地
に
お
け
る
消
毒 

蒸
熱
処
理
施
設
に
お
い
て
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
生
果
実
の
中
心
部

の
温
度
を
摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上
で
三
十
分
間
消
毒
す

る
こ
と
。 


